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福岡市保健福祉局地域医療課から、７月３日付で下記の文書が届きましたのでご連絡いたします。 
 

令和 7 年度医薬品・医療機器等一斉監査指導が７月１日より実施されております。監視指導の対象と

なった薬局におかれましては、「監視指導項目表」を参照し、準備していただくようお願いいたします。

（各区保健所から個別に案内が届くことになっております。） 

また、本年度は「濫用等おそれのある医薬品の取扱い」が重点項目に設定されております。 

別添の自己点検表に事前にご記入いただき、監視員に提出をお願いいたします。 

なお、「劇物及び毒物販売業の許可」をお持ちの薬局では「規定書」を作成することが義務づけられ

ております。併せてご準備頂きますようお願いいたします。 
 

※「実施要領」「監視指導項目表」等の資料は、福岡市薬剤師会ホームページに掲載しています。 

  福岡市薬剤師会ホームページ→会員のみなさま→お知らせ 

  https://www.fpa.gr.jp/kaiin/50089/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（実施要領より一部抜粋）  
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